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 ４月２日（水）に団交が行われました。 

団交に先立ち、４月１日に着任した、高浜総務部長がこれから団交にも出席することの説

明が行われ、双方の自己紹介の後、春闘要求に対する一次回答団交が行われました。 
会社：岡取締役、高浜総務部長、阿高総務部長代理 

組合：田中委員長、山田書記長、小幡書記次長、丸山執行委員 
 

６年連続のベアゼロ回答‥。 

注目のベースアップに関する要求については、平成１９年度の営業利益が過去最高であ

る１８００万円を見込んでいるにも関わらず、編集室返室の特別損失(編集室返却に伴う原

状復帰の工事費用など)が８００万円あることもあって、税引き後は純利益がマイナスとな

る見込みであることを理由に、ベアゼロの回答が出されました。組合が『平成１８年度の

営業利益が２７０万円だったことを考慮すると、昨年度より約１５００万円も営業利益が

増えているが、社員に還元できないのですか？』との質問には、決算が確定するまでは分

からないという回答をしています。 
 

リフレッシュ手当の凍結は解除されましたが‥。 

 リフレッシュ手当の凍結解除の要求に関しては、今回「平成２０年度より凍結を解除し

ます。」という回答が出されました。組合が『これは組合の要求に対する回答であり、 

先日の３６協定の早期締結に向けたものと、切り離して考えてよいのですか？』との質問

に、会社は『会社としてもリフレッシュ手当を３６協定に結びつけるのは、適当ではない

と考えています。組合に対する回答です。』と明言しました。しかし会社は「リフレッシ

ュ休暇は正社員を対象にした制度である」という回答も出してきています。組合が『最初

は、有期雇用者にもリフレッシュ休暇手当があった。「正社員だけに適用」というのはど

ういう経緯でそのようになったのか。このように変わったのは藤野前労担のときなので、

この場で回答はできないだろうが、調査してほしい。』と要請すると、会社は『調査しま

す』と答えています。 

 
（裏面へ続く） 

 

過去最高の１８００万円の 

営業利益を見込むもベアゼロ！ 

リフレッシュ手当が凍結解除 

されるも正社員のみ！ 

夏季一時金については回答されず。 
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夏季一時金の回答は延期されました。 

 夏季一時金については、会社から『決算が確定し、４月の収支を考慮した上で回答を出

したいと考えているので、もう少し待って欲しい』と申し入れがありました。 

組合が『大体いつ頃回答を頂けますか？』と聞くと『決算の確定が４月下旬頃になるので、

例年５月頃に回答を行っています』と答えたので、執行部も会社の申し入れを了承し、 

回答は延期されました。 
  

今回の一次回答では、過去最高の収益で、昨年より営業利益が１５００万円も増加した

にも関わらず、ベースアップが行われないという残念な回答が出されました。 

ベアが出せない理由として、会社は「編集室の返室に伴う特別損失」を挙げていますが、

そもそもＫＢＣの会社の編集センター構想に参加を決めたのは経営者の判断であり、経営

者の判断で発生した特別損失を、従業員に負担させるというのは合理的な理由だと言える

のでしょうか？ 

過去最高の収益には、過去最高のベアで答えるべきだと執行部は考えます。 

 

今回、会社は「リフレッシュ手当の凍結を解除する」と回答してきました。 

正社員に関しては今年度より、リフレッシュ手当が支給されることになるので、その点は 

成果があったとも考えられますが、そもそもリフレッシュ手当については、不当に凍結さ

れているものであると組合は主張していたので、支給が再開されるのは当然であり、マイ

ナスの状態がゼロに戻っただけです。 

しかも、会社は「リフレッシュ制度は有期雇用者には適用しない」という回答を出してい

ます。有期雇用者の待遇改善を要求しているなか、このような回答が出されたことは、 

非常に残念であると同時に、問題でもあると執行部は考えています。 

 

今回の一次回答を受けて執行部としては、本日の執行委員会で執行部提案を決定し、 

職場集会などで現場からの意見を収拾したいと考えています。詳細は、今後の組合新聞で

お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会社からの回答書を別紙で掲載しています。） 
 

【今後のスケジュール】 

４月１２日（土）        第６回地連委員会（ＩＮ福岡） 

５月 １日（木）        メーデー 
 

（組合新聞はインターネットでも見ることができます。『ＫＢＣ映像労組』で検索して下さい。） 
 

安定した雇用を勝ち取ることが会社を守ることにつながる 


